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〇
財 

務 

省

経
済
産
業
省
令
第
一
号 

資
金
決
済
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
七
年
法
律
第
六
十
六
号
）
の
施
行
に
伴
い
、
外
国
為
替
取
引
等

取
扱
業
者
遵
守
基
準
を
定
め
る
省
令
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。 

令
和
八
年
五
月
二
十
二
日 

財
務
大
臣 

片
山
さ
つ
き 

経
済
産
業
大
臣
臨
時
代
理 

国
務
大
臣 

城
内 

実 

 

外
国
為
替
取
引
等
取
扱
業
者
遵
守
基
準
を
定
め
る
省
令
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令 

外
国
為
替
取
引
等
取
扱
業
者
遵
守
基
準
を
定
め
る
省
令
（
令
和
五
年
財 

務 

省

経
済
産
業
省
令
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。 

第
二
条
第
一
号
ヘ
中
「
第
二
条
第
十
九
項
」
を
「
第
二
条
第
二
十
二
項
」
に
改
め
る
。 

附 

則 
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こ
の
省
令
は
、
資
金
決
済
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
令
和
八
年
六
月
一
日
）
か
ら
施
行
す

る
。 


